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（別添）

離島工事特例共同企業体運用基準

１ 基準の趣旨

令和４年度から令和６年度に函館建設管理部奥尻出張所管内で実施される工事の発注に当

たって、離島工事特例共同企業体（以下「離島企業体」という。）を活用する場合の基準とす

べき事項を示すものである。

２ 離島企業体の運用基準

(1) 対象工事

離島企業体は、予定価格が７千万円以上２億５千万円未満の制限付一般競争入札に付す

る工事のうち、令和４年度から令和６年度に函館建設管理部奥尻出張所管内において施工

する一般土木工事を対象とし、入札の公告において競争入札の参加要件として定めるもの

とする。

(2) 結成方法及びその回数

結成方法は自主結成とし、一つの企業が登録することができる回数は３回までとする。

(3) 離島企業体と単体企業との混合による入札の取扱い

離島企業体は、単体企業に準じて取り扱うものとし、離島企業体と単体企業との混合入札

とする。

(4) 離島企業体の要件

離島企業体は、次の要件を満たすものとする。

ア 構成員数は、２社又は３社とする。

イ 全ての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の６以上であるものとする。

(5) 構成員の要件

全ての構成員は、次の要件を満たすものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により知事が定め

た契約の種類の入札に参加する者に必要な資格において一般土木工事の資格を有する単体

企業又は協業組合であること。

イ Ａ１等級に格付された離島企業体の構成員の組合せは、Ａ等級に格付されている者同士

の組合せとし、全てが北海道内に主たる営業所（建設業許可申請書別表又は別紙二（２）

（建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）別記様式第一号別表又は別紙二（２））

の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を有する者であるこ

と。かつ、その内１社以上が、渡島総合振興局又は檜山振興局管内に主たる営業所を有す

る者であること。

ウ Ａ２等級に格付された離島企業体の構成員の組合せは、予定価格に応じて、次のとおり

とする。

(ｱ）予定価格が１億円以上２億５千万円未満の場合

Ｃ等級に格付された者を除く者同士の組合せであり、全てが渡島総合振興局又は檜山

振興局管内に主たる営業所を有する者であること。

(ｲ）予定価格が１億円未満の場合

Ａ等級に格付されＡ１に区分された者及びＣ等級に格付された者を除く組合せであ

り、全てが渡島総合振興局又は檜山振興局管内に主たる営業所を有する者であること。
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(6) 入札参加の要件

ア 離島企業体は、(ｲ)、(ｶ)及び(ｷ)の要件を満たすものとし、構成員は、(ｱ)から(ｵ)及び(ｸ)

から(ｺ)の要件を全て満たすものとする。

なお、(ｵ)の要件については構成員の１社以上が満たすこと。

(ｱ）発注工事に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けてから

営業年数が２年以上の単体企業又は協業組合であること。

(ｲ）競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、競争入札参加

資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月11日付け局総第461号総務部長、土木部長、

農政部長、住宅都市部長、水産部長、林務部長、出納局長通達「競争入札参加資格者

指名停止事務処理要領の制定について」）第２第１項の規定による指名競争入札に関す

る指名を停止されていないこと。

(ｳ）競争入札参加等除外措置要領（平成23年３月18日付け局総第1423号総務部長、総合政

策部長、環境生活部長、農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達「競争入札

参加等除外措置要領の制定について」）の規定により、競争入札等への参加を除外され

ていないこと。

(ｴ）会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、

手続開始決定後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

(ｵ）過去15年間に、発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工

実績があること。

(ｶ）発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者（国家資格を有する主

任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課すると認められる場合にあ

っては、国家資格を有しない主任技術者をいう。）を構成員の１社は工事現場に専任で

配置できることとし、残りの構成員は兼任で配置できること。

(ｷ）現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(ｸ）発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しく

は人的関係がないこと。

(ｹ）入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は

人的関係のある者の全員が離島企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

(ｺ）構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として入札に参加する者でないこと。

イ 入札の公告に参加資格として総合評定数値が設定された場合は、離島企業体としての総

合評定数値を満たすものとする。この場合、(5)のウ(ｱ)の「１億円以上」を「７千万円以

上」に読み替えて適用することができるものとする。

３ 競争入札参加資格審査

(1) 競争入札参加資格審査

ア 登録機関である渡島総合振興局函館建設管理部において申請書を受理し、建設部長が適

格事項を審査の上、申請者及び登録機関にその結果を通知するものとする。

イ 競争入札参加資格審査申請は毎年度行うものとし、その有効期間は１年度限りとする。

(2) 資格審査の提出書類

離島企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。
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ア 離島工事特例共同企業体競争入札参加資格審査申請書（別記第１号様式）

イ 離島工事特例共同企業体協定書（別記第２号様式）

４ 離島企業体の解散

離島企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、渡島総合振興局函館建設管理部長

を経由して建設部長に解散届を提出させるものとする。

５ 離島企業体との契約

(1) 離島企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。

(2) 請負契約書には、離島工事特例共同企業体協定書(写し)のほか、離島工事特例共同企業

体附属協定書（甲）（別記第３号様式）を、それぞれ添付させるものとする。

(3) 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。

６ 様式

離島企業体に係る様式は、別記によるものとする。



別記第１号様式

離 島 工 事 特 例 共 同 企 業 体
競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書

年 月 日

北海道建設部長 様

共同企業体の名称 離島工事特例共同企業体
代表者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

年度において函館建設管理部奥尻出張所所管工事の競争入札に参加したいので、指定の書
類を添えて資格審査を申請します。
なお、この書類及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違ないことを誓約します。

共同企業体構成員の 建 設 業 許 可 の 格付
所 在 地

商 号 又 は 名 称 記号・番号及び年月日 等級

結 成 の 目 的 経営力・施工力を強化し、離島工事を共同施工するため

希望する資格の種類 一 般 土 木 工 事

登 録 機 関 北海道渡島総合振興局 函館建設管理部

添付書類

離島工事特例共同企業体協定書



別記第２号様式

離島工事特例共同企業体協定書

（目的）

第１条 当共同企業体は、北海道発注に係る建設工事(以下「工事」という。)を共同連帯し

て施工することを目的とする。

（名称）

第２条 当共同企業体は、 離島工事特例共同企業体(以下「企業体」という。)

と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当企業体は、事務所を に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、令和 年 月 日に解散する。ただし、

存続期間満了の日において工事を施工している場合(工事の完成後、工事の請負代金等の受

領等が完了していない場合を含む。)は、当該工事が完成し、かつ、工事請負代金等の受領

等が完了したときに解散するものとする。

２ 前項の規定による存続期間の終期(前項ただし書の場合を除く。)は、構成員全員の合

意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

住 所

商号又は名称

住 所

商号又は名称

（代表者の名称）

第６条 当企業体は、 を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うこ

とを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の

決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を

有するものとする。

（構成員の出資の割合等）

第８条 各構成員は、金銭又はその他の資産をもって出資するものとし、その割合並びにこ

れに基づく損益配分等については、工事の請負契約の際に構成員全員の協議に基づき別添

附属協定書により定めるものとする。ただし、工事費以外のものに充当するものについて

は、運営委員会が随時定めるものとする。

２ 構成員は、自己の意志及び構成員全員の同意によっても前項の規定による出資の割合等

を変更することができない。

３ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するも

のとする。

（運営委員会）

第９条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組

織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他



の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に

当たるものとする。

（構成員の責任）

第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の工事の実施に伴い当企業

体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 店とし、共同企業体の名称を

冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（権利義務の制限）

第12条 構成員は、同一工事について競争する他の共同企業体に参加することができない。

２ 構成員は、同一工事について当企業体と競争することができない。

３ 構成員は、当企業体の利益に反しない限り自己のための営業を営むことができる。

４ この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（構成員の脱退に対する措置）

第13条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日

までは脱退することができない。

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残

存構成員が共同連帯して工事を完成する。

第14条 構成員は、当企業体が工事の請負契約を締結していないときは、他の構成員と協議

して、脱退することができる。

２ 前項の規定により構成員が脱退したとき、当企業体は解散するものとし、代表者は、競

争入札参加資格審査申請書を提出した発注者にその旨を通知するものとする。

（解散後の契約不適合責任）

第15条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した工事につき契約不適合があ

ったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第16条 この協定書及び第８条第１項の規定による附属協定書に定めのない事項については、

運営委員会において定めるものとする。

外 社は、上記のとおり 離島工事特例共同企業体協定

を締結したので、その証拠としてこの協定書正本 通及び副本 通を作成し、各構成員

が記名押印の上、正本については構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資

格審査申請のため北海道建設部長に提出する。

令和 年 月 日

共同企業体の名称 離島工事特例共同企業体

代表者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 ,

構成員 住 所

商号又は名称

代表者氏名 ,



別記第３号様式

離島工事特例共同企業体附属協定書

北海道渡島総合振興局発注に係る下記工事を 離島工事特例共同企業体が施

工するため、 離島工事特例共同企業体協定書第８条第１項の規定に基づき、

次のとおり協定する。

（工事名）

第１条 この協定書の目的である工事(以下「工事」という。)は、次のとおりとする。

工事名 工事

（出資の割合）

第２条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請負代金の変更

があっても、この比率は変えないものとする。

（構成員名） ％

（構成員名） ％

（決算）

第３条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処分を含む。以下

同じ。)をするものとする。ただし、当該工事が完成したとき、当企業体が現に他の工事を

施工しているときは、その工事の完成の際に併せて決算することができる。

２ 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰

り入れることができる。

（損益の分担）

第４条 前条第１項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合には、構成員は第２

条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。

（工事途中における構成員の脱退に対する措置）

第５条 離島工事特例共同企業体協定書第13条第１項の規定により構成員が

脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資

の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第２条の規定による

割合に加えた割合とする。

２ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損

金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担す

べき金額を控除した金額を返還するものとする。

３ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。

（構成員の除名）

第５条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行



その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承

認により当該構成員を除名することができるものとする。

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、協定書第13条第２項及び前条

各項を準用するものとする。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置）

第６条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、協定

書第13条第２項の規定のほか、第５条各項を準用するものとする。

（代表者の変更）

第７条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなっ

た場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存

構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。

外 社は、上記のとおり工事に関する出資の割合等について協定した

ので、その証拠としてこの協定書正本 通及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印

の上、正本については構成員各自が所持し、副本については工事請負契約書に添えて発

注者に提出する。

令和 年 月 日

共同企業体の名称 離島工事特例共同企業体

代表者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 ,

構成員 住 所

商号又は名称

代表者氏名 ,


